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介護報酬改定に関する情報です！ 
  
日本生協連福祉事業推進部からの情報提供がありましたのでお知らせします。 

 
報酬改定の対応にご苦労されていることと存じます。 

 

下記の質問を厚労省にしました。回答が厚労省より来ましたので、情報提供いたします。（既に、

介護システムソフト会社から対応方法の説明が来ていることと存じますが） 

 

【【【【質問質問質問質問】】】】    
「処遇改善加算」は「区分支給限度額」算定対象外ですが、そもそも 「区分支給限度額」を超過

したサービス分に対する「処遇改善加算」は算定できますか？また、超過分に関する加算額は利用

者に請求できますか？ 

 

【【【【厚労省回答厚労省回答厚労省回答厚労省回答】】】】 

「区分支給限度額」を超えた分については、加算の算定自体は可能ですが、「全額利用者負担にな

ります」。 

今後 Q&A に載せることも検討しています。また、この分の値引きは、法定サービスなのででき

ません。 

 

 

詳しくお聴きしたい場合は、下記にお問い合わせ下さい。 

 
日本生協連 福祉事業推進部 

一宮 正（いちみや ただし） 

〒150-8913 渋谷区渋谷 3-29-8 コーププラザ 11 階 

℡03-5778-8107 FAX03-5778-8108 

内線 2101 
E-MAIL:tadashi.ichimiya@jccu.coop 
 

 

 

仙台市における対応に関する情報です！ 
  

平成 24 年介護報酬改定による生活援助中心サービスの時間区分の見直しにより、介護の現場で

は調整にご苦労されているとうかがっております。 

さて、仙台市は下記の説明会の資料２の 2Ｐに下記のように明記しています。大阪市は大阪社保協

の要請で、4 月 11 日に下記と同様な通知を出しています。厚労省がＱ＆Ａをだす前に、このよう

な情報を提供していることは、全国的にみて先進事例です。 

（記 介護ネットみやぎ事務局長 入間田）  

 



2222     

なお、生活援助の時間区分の見直しの内容に関し、一部全てのサービスを「45 分未満」で提供

しなければならないのかのような誤解をされている面があるが、見直し後においても、適切なアセ

スメントとケアマネジメントに基づき、現在行なわれている60分程度のサービスを実施することは

可能である。 

 

平成 24 年 3 月 12 日仙台市開催「介護支援専門員等研修会第 3 回行政説明

会」資料です。 
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厚生労働省が 3 月 16 日に出したＱ＆Ａの抜粋です。 
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